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親
が
亡
く
な
っ
た
と
き
、
親
の
貯
金
口
座
が
凍
結
さ
れ
る

と
聞
き
ま
し
た
。
い
ざ
と
な
っ
た
と
き
、
葬
儀
費
用
等
を

そ
の
口
座
か
ら
引
き
出
せ
な
い
と
困
り
ま
す
。
何
か
対
策

は
あ
り
ま
す
か
？                          

（
鈴
鹿
市
　
57
歳
・
男
性
）

一
時
払
終
身
共
済
へ
の
加
入
や
相
続
貯
金
払
戻
し
制
度
の
活

用
が
あ
り
ま
す
。

　

い
ざ
と
な
っ
た
と
き
に
遺
族
が

お
金
を
引
き
出
せ
な
い
と
困
り
ま

す
ね
。
最
近
は
葬
儀
費
用
の
支
払

い
に
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
や
葬
儀

ロ
ー
ン
を
利
用
で
き
る
場
合
も
あ

り
ま
す
が
、
現
金
払
い
に
対
応
で

き
る
よ
う
に
準
備
し
て
お
く
と
安

心
で
す
。

　
一
時
払
終
身
共
済

　
へ
の
加
入

　

事
前
対
策
と
し
て
は
、Ｊ
Ａ
の

一
時
払
終
身
共
済
に
加
入
す
る
方

法
が
あ
り
ま
す
。
一
時
払
終
身
共

済
は
、
被
共
済
者
が
死
亡
し
た
場

合
に
遺
族
が
す
み
や
か
に
死
亡
共

済
金
を
受
け
取
れ
る
の
で
、
安
心

し
て
葬
儀
費
用
等
を
支
払
う
こ
と

が
で
き
ま
す
。

　

ま
た
、
被
共
済
者
が
掛
金
を
負

担
し
、
相
続
人
が
受
け
取
っ
た
死

亡
共
済
金
に
は
、
法
定
相
続
人
１

人
に
つ
き
５
０
０
万
円
の
非
課
税

枠
が
あ
る
の
で
、
相
続
税
の
節
税

に
つ
な
が
り
ま
す
。
さ
ら
に
、
指

定
さ
れ
た
受
取
人
の
固
有
の
財
産

と
し
て
遺
産
分
割
協
議
の
対
象
と

な
ら
な
い
た
め
、
遺
し
た
い
人
が

い
る
と
き
や
相
続
財
産
を
分
割
し

に
く
い
と
き
に
も
有
効
で
す
。
ち

な
み
に
、
一
時
払
終
身
共
済
は
、

一
生
涯
に
わ
た
っ
て
保
障
が
確
保

で
き
ま
す
が
、
医
師
に
よ
る
診
査

な
し
に
簡
単
な
告
知
で
申
し
込
め

る
の
で
、
加
入
の
し
や
す
さ
も
魅

力
で
す
。

QA

　
相
続
貯
金
払
戻
し
制
度
の

　
活
用

　

い
ざ
親
が
亡
く
な
っ
た
と
き
、

通
常
の
相
続
手
続
で
親
の
貯
金
を
引

き
出
す
に
は
、
原
則
と
し
て
相
続

人
全
員
の
同
意
が
必
要
で
、
必
要
書

類
を
揃
え
る
に
も
時
間
が
か
か
り
ま

す
。
事
後
対
策
と
し
て
は
、
相
続
貯

金
払
戻
し
制
度
（
仮
払
い
制
度
）
の

活
用
が
有
効
で
す
。

　

こ
の
制
度
を
活
用
す
る
と
、
相
続

人
は
、
１
人
１
５
０
万
円
を
上
限
に

相
続
貯
金
額×

３
分
の
１×

法
定
相

続
分
ま
で
単
独
で
払
戻
請
求
す
る
こ

と
が
で
き
、
貯
金
を
払
戻
し
た
相
続

人
は
、
遺
産
の
一
部
を
分
割
に
よ
り

取
得
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
ま
す
。

　

い
ざ
と
い
う
と
き
は
、
一
時
払
終

身
共
済
と
合
わ
せ
て
、
活
用
を
検
討

す
る
と
よ
い
で
し
ょ
う
。

相続のこと お気軽にご相談ください！！相続のこと お気軽にご相談ください！！

生前対策に
関する相談

相続税の
概算の試算

三重県下 JAバンクでは
税理士・司法書士などの
プロと連携して、皆さまの
相続に関するお悩みに
寄り添います。

※三重県下ＪＡでは、ＪＡグループの信託銀行である農中信託銀行の代理店として以
下のＪＡで遺言信託を取り扱っています。
JA みえきた／JA 鈴鹿／ＪＡ津安芸／ＪＡみえなか／ＪＡ伊勢／ＪＡいがふるさと

※各代理店が行う遺言信託代理店業務は契約締結の媒介です。
※遺言信託には所定の費用等が必要となります。また、身分に関する事項につい
てはお引き受けできません。

遺言信託に
関する相談（※）

相続税の
一般的な相談

相続人は、
相続貯金額×　×法定相続分まで
単独で払戻請求できる ※上限150万円

例）父親Aさんの相続預金が1,200万円
      相続人が妻、長男、長女の場合

長男の払戻し可能額は？
1,200万円×　×　 （長男の法定相続分）
＝100万円　
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